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文書番号：15051 
最終更新日：2022 年 08 月 24 日 

株式会社ダンゴネット サポートセンター 

修繕・クレーム・点検履歴を利用する 

物件情報詳細画面および部屋情報詳細画面に配置された「修繕／クレーム／点検」タブの操作方

法をご説明いたします。 

主に、家主に報告すべき対応（修繕・クレーム・点検・その他）に関する情報を入力します。 

「定期報告書」の作成方法は、弊社 FAQ「15044」をご参考ください。 

 

［対象：賃貸名人 4.1.0 以上］ 
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1.修繕レコード追加 

［修繕／クレーム／点検］タブは、物件情報詳細画面と部屋情報詳細画の 2 ヵ所に配置されてい

ます。［追加］ボタンで修繕レコードを追加します。 

・物件情報詳細画面 

 

 ・部屋情報詳細画面 

 

 

修繕レコードに、内容を入力します。 
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修繕レコードの各項目は、以下をご参照ください。 

 

 

［完了］ 

チェック 

作業が完了した修繕レコードは、［完了］チェックを付けます。 

［定期報告］

チェック 

修繕レコードは初期値で家主向け定期報告の対象のため、チェックが付いています。 

定期報告書の表示対象にしたくない場合、［定期報告］チェックを外します。 

【対象：賃貸名人 5.7 以上】 

種類 プルダウン（［ ］ボタン）に、選択肢「修繕」「クレーム」「点検」をご用意してい

ます。そちらからお選びいただくか、直接入力をします。 

※頻繁に利用する単語の場合 

種類選択画面の［編集］ボタンでレコード追加し、単語をマスター登録します。 

登録日 修繕レコードを追加した日（作業日）がセットされます。 

完了日 作業が完了した日を入力します。 

発生元 部屋情報詳細画面では、契約者（解約・予約者も対象）を選択します。 

物件情報詳細画面・部屋情報詳細画面ともに、直接手入力ができます。 

費用 作業費用を入力します。 

業者 物件や部屋の修繕業者を、マスターデータに登録した情報から選択します。 

【注意事項】直接入力する事はできません。マスターデータと連動しているため、 

マスターデータを変更すると、過去に登録したデータも変更されます。 

   

担当者 マスター登録した自社の担当者を選択します。 

内容 家主向け定期報告書のレイアウト制約のため、簡潔かつ対外的に問題の無いようデー

タを入力します。［詳細］ボタンから登録内容と報告内容を変えることができます。 

備考 内容欄に書ききれない補足の情報を入力します。 
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［詳細］ボタンをクリックすると、「修繕：定期報告詳細」画面が表示されます。 

 

 

「修繕：定期報告詳細」画面は、定期報告向けの内容に置き換えるための入力欄です。 

  

 TIPS  「修繕：定期報告詳細」画面は、例外的な修繕レコードの調整にご利用ください。 

こちらの画面に情報を入力しなくても、定期報告書には修繕レコードに入力した情報

が反映します。毎回の報告で定期報告向けの情報に修正することはお手間ですので、

なるべく元の修繕レコードの登録を家主報告にたえる内容にすることをお勧めします。 

 

各項目の動作は、下記の通りです。 

反映先 元の修繕レコードの登録種類が「クレーム」の場合、反映先［苦情］チェックが付き

ます。それ以外は、［居室内］［居室外］で判定されます。 

※登録した場所が物件情報詳細画面の場合「居室外」、部屋情報詳細画面「居室内」です。 

    

対応日 初期値で［登録日］が選択されます。 

必要に応じて「年月日」「年月」に変更することができます。 

・「年月日」：ある程度の期間に及んだ修繕やクレーム等。（例：5/10～6/5） 

・「年月」 ：一定期間の長期に渡る巡回等。（例：20XX 年 1 月～12 月） 

対応項目 反映先［居室外］［居室内］を選択した場合の入力欄です。 

定期報告書の印字用の入力欄です。 対応箇所 

苦情内容 反映先［苦情］を選択した場合の入力欄です。 

定期報告書の印字用の入力欄です。 苦情結果 
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2.修繕履歴の画像追加 

［修繕画像］ボタン、または［画像登録・参照］ボタンを押して画像を登録します。 

 

 

修繕レコードの［画像追加］ボタンで、登録したい画像を選択します。 

 

×  

［画像追加］ボタン利用時に、対象修繕［全体］が選択されていると、 

次のメッセージが表示されます。 

［画像追加の前に対象となる修繕を選択して下さい］ 

プルダウン［ ］ボタンで対象となる修繕を選択してください。 
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画像が登録され、サムネイル表示をします。 

［履歴］［修繕画像］ボタンで、文字入力画面と画像画面を切り替えることができます。 

 

 

【注意事項】 

画像登録枚数に制限はありませんが、ファイルの容量やネットワークの通信速度により、画像のサムネイル

表示ができたり、できなかったりする場合があります。 

画像をリサイズ（例：フリーソフト「縮小・専用」を活用）してから、画像の登録をお試しください。 

 

  

 

https://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se153674.html
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3.修繕履歴の画像削除 

サムネイル表示にマウスカーソルを合わせて表示される［×］ボタンをクリックします。 

 

 

4.修繕履歴の画像登録詳細 

登録した画像のサムネイル表示をクリックすると、補足事項を入力する画面に展開します。 

     

こちらの画面で登録した情報は、修繕履歴の一覧表印刷に反映します。 
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5.1 物件・部屋毎を対象にした「修繕/クレーム/点検履歴一覧表」「修繕履歴表」 

［履歴］タブ画面左下の［一覧印刷］ボタンで、一覧表を作成することができます。 

 

 

 

 

 

［修繕画像］タブ画面左下の［修繕履歴印刷］ボタンで、一覧表を作成することができます。 
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6.メインメニュー「修繕・クレーム・点検履歴」で一括管理 

各物件および部屋で登録した修繕レコードを、まとめて操作することができます。 

 

 

修繕・クレーム・点検画面展開時は、初期値で状況「未完了」で絞り込み表示されています。 

検索条件「状況」は、案件の進捗管理にご利用いただけます。 
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作業が完了した修繕レコードには、［完了］チェックを付けます。チェック後は、［検索開始］ボ

タンをクリックするか、画面を再閉開すると、修繕レコードがリフレッシュされます。 

 

 

7.複数物件を対象にした「修繕履歴一覧表」 

［履歴］タブ画面左下の［一覧印刷］ボタンで、一覧表を作成することができます。 

「並び順」「昇順」で指定した順番で印刷されます。 
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8.修繕を対象とした「請求書」 

種類「修繕」を選択している場合、［請求書作成（修繕のみ）］ボタンで請求書を作成することが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

9.家主への「定期報告」 

メインメニュー「修繕・クレーム・点検履歴」から修繕・クレーム・点検履歴画面を開き、画面上

部右側の［定期報告］ボタンをクリックすると、定期報告管理画面が展開されます。 

「定期報告書」の作成方法は、弊社 FAQ「15044」をご参考ください。 

 

 

 

 

 

右上上部に配置したボタンは 

管理画面の表示で切り替わります。 

 ⇔  

http://sv10.dangonet.co.jp/faq/shosai.asp?faq_no=15044

